
美幌町住宅リフォーム促進補助金交付要綱 

平成 23 年 4 月 1 日 

制定 

注 令和 7 年 4 月から改正経過を注記した。 

(通則) 

第 1 条 美幌町住宅リフォーム促進補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付

規則(平成 15 年美幌町規則第 39 号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

(目的) 

第 2 条 この要綱は、住宅のリフォーム工事に要する費用の一部を補助することにより、町民が安心し

て暮らせる居住環境の整備促進及び良質な住宅ストックの形成を図ることを目的とする。さらに、既存

住宅の有効活用による空き家の解消、子育て世帯が安心して子どもを育てることができる健全かつ良好

な居住環境の整備促進、住宅の省エネルギー性能の向上及び再生可能エネルギーの導入推進を通じて環

境負荷の低減を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 3 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(居住部分と非居住部分が

繋がっている建物の場合は、そのうちの居住部分のみとし共同住宅については専有部分を居住部分とす

る。)をいう。 

(2) リフォーム工事 住宅に関する工事のうち、別表第 1 に掲げる工事をいう。 

(3) 環境負荷低減工事 環境負荷低減に資する工事で、別表第 2 に掲げる工事をいう。 

(4) 施工業者 町内に事業所又は営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和

24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項の建設業者及び同法第 3 条第 1 項ただし書の軽微な建設工事のみを請

け負う者で、この要綱に定める資格登録を行った者をいう。 

(補助の対象住宅等) 

第 4 条 補助対象住宅、補助対象工事及び補助対象者は、別表第 3 のとおりとする。 

(施工業者の資格登録) 

第 5 条 この要綱に基づくリフォーム工事等施工業者の資格登録をしようとする者は、美幌町住宅リフ

ォーム促進補助事業資格登録申請書(様式第 1 号)を、町⾧に提出するものとする。 

2 町⾧は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、適格者と認めたときは、その結果を

美幌町住宅リフォーム促進補助事業資格登録通知書(様式第 2 号)により当該施工業者に通知するものと

する。 

3 町⾧は、資格登録を受けた者が提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正な行為があ

ったときは、当該登録を取り消し、その結果を美幌町住宅リフォーム促進補助事業資格抹消通知書(様式

第 3 号)により当該施工業者に通知するとともに、資格を有する者の名簿から削除する。削除された施

工業者は、削除の日が属する年度内は、再度の資格登録申請をすることができないものとする。 

(補助金の額) 



第 6 条 補助金の額は、リフォーム工事等のうち、対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税に相

当する額を除く。)に対し、別表第４に定める補助率及び上限額を限度とする。 

2 美幌町コンパクトなまちづくり計画に基づく居住誘導区域外から居住誘導区域内への転居を伴うリ

フォーム工事等の場合は、算出した補助額に１０万円を加算して交付するものとする。 

3 前二項の規定により算出した額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

(補助金の交付の申請) 

第 7 条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第 4 条第 1 項に規定する

補助金等交付申請書兼概算払申請書(様式第 1 号)に、次に掲げる書類を添えて、町⾧に申請するものと

する。 

(1) 規則第 4 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する事業計画書(様式第 2 号)及び収支予算書(様式第 3

号) 

(2) リフォーム工事等を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類 

(3) 前号における権利者が複数の場合、リフォーム工事等施工等同意書(様式第 4 号) 

(4) 誓約書兼同意書(様式第 5 号) 

(5) 工事請負契約書の写し 

(6) 工事見積書の写し(対象工事と他の工事を明確に区分したもの) 

(7) 付近見取図及び工事箇所が特定できる図面等 

(8) 着手前写真（施工前の直近の状況を撮影したもの） 

(9) 環境負荷低減工事の場合、機器型番等が分かる書類 

(10) その他町⾧が必要と認める書類 

(補助金の交付の決定) 

第 8 条 町⾧は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきも

のと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、規則第 5 条第 1 項に規定する補助金等交付決定通知書

兼概算払決定通知書により申請者に通知するものとする。 

(着手の届出) 

第 9 条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、リフォーム工事等に着手す

るときは、あらかじめ美幌町住宅リフォーム促進補助事業工事着手届(様式第 6 号)を町⾧に提出するも

のとする。 

(内容の変更等) 

第 10 条 交付決定者が、第 8 条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第 6 条第 1 項

第 1 号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書(様式第 5 号)に変更の内容が確認

できる書類を添えて町⾧に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受

けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

2 前項の変更等に伴う補助金額の増額は行わないものとする。 

(実績報告等) 

第 11 条 交付決定者は、リフォーム工事等が完了したときは、速やかに規則第 11 条第 1 項に規定する

補助事業等実績報告書兼請求書(様式第 7 号)に、次に掲げる書類を添えて、町⾧に提出するものとす

る。 



(1) 美幌町住宅リフォーム促進補助事業工事完了届(様式第 7 号) 

(2) 規則第 11 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する事業報告書(様式第 8 号)及び収支決算書(様式第 9

号) 

(3) リフォーム工事等に係る工事代金の請求書の写し（工事に変更があった場合は、変更内容が分かる

見積書及び請求書の写し） 

(4) 施工中及び完了後の状況写真 

(5) その他町⾧が必要と認める書類 

2 前項の規定による書類の提出は、補助金の交付の決定日の属する年度の 2 月 28 日(土曜日、日曜日

又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日に当たるときは、その前日)まで

に行うものとする。 

(補助金の額の確定等) 

第 12 条 町⾧は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれ

に付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第 12 条に規定

する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。 

(交付決定の取消し) 

第 13 条 町⾧は、規則第 14 条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、交付決定

者へ美幌町住宅リフォーム促進補助金交付決定取消通知書(様式第 8 号)により通知するものとする。 

(補助金の返還) 

第 14 条 町⾧は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町住宅リフォーム促進補助金返還命令書(様式

第 9 号)により補助金の返還を命ずるものとする。 

(延滞金) 

第 15 条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規

則第 16 条の規定により延滞金を町に納付するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。この要綱は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

別表第 1(第 3 条関係) 

区分 リフォーム工事内容 

増築 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分

以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事 

改築 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて

建築する工事 

改修 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げるもの 

(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 

(2) 塗装工事、防水工事 

(3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 

(4) その他耐久性を高めるために必要な工事 



2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事 

(1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 

(2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 

(3) 筋かい、火打等による補強工事 

(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 

(5) 屋根を不燃材で葺き替える等の工事 

(6) 避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 

(7) 電気自動車等用の充電設備設置工事及び V2H 充放電設備設置工事 

(8) 定置用蓄電池設備設置工事（定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境

共創イニシアチブにおいて令和 4 年度以降登録し、公表しているものに係るものに

限る。） 

(9) その他安全上又は防災上必要な工事 

3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げ

る工事（環境負荷低減工事に該当するものを除く。） 

(1) 間取りの変更等の模様替えを行う工事 

(2) 開口部等を設ける工事 

(3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 

(4) 建具の取替え等の工事 

(5) 壁紙の貼り替え工事 

(6) 遮音工事 

(7) 除雪負担軽減に資する工事 

(8) その他居住性を良好にするため又は住宅の衛生上必要な工事 

4 バリアフリー化に資する工事で、次に掲げるもの 

(1) 床の段差の解消 

(2) 手すりの設置 

(3) 廊下の拡幅 

(4) その他バリアフリー化に資する工事 

別表第 2(第 3 条関係) 

工事種別 環境負荷低減工事内容 

建物全体の断

熱改修 

建物全体の外皮平均熱貫流率を 0.46W/（㎡･K）以下とする工事 

開口部の省エ

ネ改修 

窓及びドアの断熱性能を高める工事 

躯体の省エネ

改修 

外壁全体の断熱性能を高める工事 

屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 

床全体の断熱性能を高める工事 



高効率設備の

導入 

高断熱浴槽 JIS A5532 :2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有す

ること。 

電気ヒートポン

プ 

JIS C 9220 :2018 に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率

が 2.7 以上であること。 

潜熱回収型ガス

給湯機 

給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が 94% 以上であること。給

湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が 83.7% 以上であ

ること。 

潜熱回収型石油

給湯機 

油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が 94% 以上である

こと。石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が 81.3% 以上

であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、 74.6 ％以上である

こと。 

ヒートポンプ・

ガス瞬間式併用

型給湯機 

熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステ

ムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率（JGKAS A705）が 102 ％以

上であること。 

節湯水栓 JIS B2061:2017 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有

すること。 

燃料電池システ

ム、コージェネ

レーション設備 

・燃料電池発電ユニット 

燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログ

ラムにおいて選択可能な機種であること。（燃料電池発電ユニットの

後付けも可。） 

・ガスエンジン給湯器 

ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニッ

トの JIS 基準 JIS B 8122 ）に基づく発電及び排熱利用の総合効率

が、低位発熱量基準 LHV 基準）で 80 ％以上であること。 

空気清浄機能・

換気機能付きエ

アコン 

次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機

能を有するエアコン、または換気機構を有するエアコン 

（1） 国、地方公共団体または独立行政法人（以下「国等」とい

う）が運営する試験機関等 

（2） 国等の認可等を受けた試験機関等 

（3） 法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験

機関等 

LED 照明 工事を伴うものであること。 

節水型トイレ JIS A5207 に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便

器（使用水量 6.5ℓ 以下） 

太陽光発電 1 次の全てに適合すること。 



（1） 発電した電気が設置される住宅において消費されること。 

（2） 太陽電池モジュールの合計出力が 10kW 未満の設備であること。 

（3） 余剰型配線であること。 

（4） 電力会社の電力系統に連系できること。 

（5） 未使用品であること。 

2 補助対象費用 

太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線及び配線

器具の購入並びに据付工事に関する費用。 

その他 協議し、認められたもの。 

別表第 3(第 4 条関係) 

区分 要件等 

補助対象住宅 1 補助金の交付対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ま

た、各号いずれにも該当する住宅におけるリフォーム工事は一般改修に区分される

ものとする。 

(1) 町内に存する住宅であること。 

(2) 工事完了後においても建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第 1 項に規

定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。 

(3) 事業年度内において、建築後 5 年以上を経過していること。 

2 補助金の交付は、同一住宅について 1 回限りとする。ただし、前回の交付の決定

日に属する年度から 5 年以上を経過している場合は、当該住宅について従前に補助

金の交付を受けていないものとみなす。 

補助対象工事 1 補助金の交付対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事等 

(2) 施工業者が行うリフォーム工事等であって、一括して他人に請け負わせないも

の 

(3) リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が

20 万円以上のもの 

(4) 環境負荷低減工事に要する費用（消費税及び地方消費税に相当する額を除

く。）が 10 万円以上のもの 

2 前項第 3 号及び第 4 号に規定するリフォーム工事等に要する費用には、次に掲げ

る額は含まないものとする。 

(1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の

床面積(当該改修工事に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該住宅部分の床面積(当

該改修工事に係る床面積に限る。)と当該住宅以外の床面積の合計で除して得た割合

に当該改修工事に要する費用を乗じて得た額 

(2) 美幌町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和 56 年美幌町条例第 27 号)の規定に基

づき、資金の融資を受けたときは、当該改修工事に要した費用の額 



(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律

第 123 号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るため

の住宅の改修費を、本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該

改修工事に要した費用の額 

(4) 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防

住宅改修費の給付対象となる費用の額 

(5) 本町から資金として補助金、交付金等の交付を受けて改修工事をした場合(予定

を含む。)は、当該工事に要した費用の額 

補助対象者 1 補助金の交付を受けることができる者は、その世帯の状況等に応じて、以下のい

ずれかの世帯区分に該当するものとする。 

(1) 一般世帯 

（2）及び（3）に該当しない世帯 

(2) 子育て世帯 

申請者と同居している又は第 11 条に定める補助事業等実績報告書兼請求書提出時ま

でに同居する 18 歳以下の子（末子が 18 歳に到達した後の最初の年度末までの子）

がいる世帯 

(3) 二地域居住世帯 

美幌町二地域居住推進要綱に基づく二地域居住者の認定を受けた者がいる世帯 

2 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象住宅及び補助対象工事の要件

を満たしたリフォーム工事等を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。ただし、二地域居住世帯については（2）及び（3）並びに（4）に限り、該当す

るものとする。 

(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)に基づき美幌町

の住民基本台帳に記録されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者 

(2) リフォーム工事等を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住して

いる者又は工事完了後居住する事が確実であると町⾧が認める者。ただし、リフォ

ーム工事等を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住

できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住

していること。 

(3) リフォーム工事等を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を

滞納していないこと。 

(4) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年美幌町条例第 35 号)第 7 条

第 1 項に定める暴力団員等でない者 

3 補助金の交付は、同一申請者について 1 回限りとする。ただし、前回の交付の決

定の日に属する年度から 5 年以上を経過している場合は、当該申請者について従前

に補助金の交付を受けていないものとみなす。なお、二地域居住世帯についてはこの

限りでない。 

別表第 4(第 6 条関係) 



世帯区分 一般世帯 子育て世帯 二地域居住

世帯 

対象工事費に対する補助率 20 パーセント 30 パーセント 20 パーセン

ト 

本補助金過去利用の有無 無し 有り 無し 有り - 

リフォーム工

事 

一般改修 上限 25 万円 上限 20 万円 上限 35 万円 上限 30 万円 上限 10 万円 

空き家改修 上限 35 万円 上限 30 万円 上限 45 万円 上限 40 万円 上限 25 万円 

環境負荷低減工事 上限 25 万円 上限 30 万円 上限 10 万円 

 


